奈良県知事　荒井正吾　殿
奈良県の医師・看護師不足を改善し、県民に安心・安全の医療を提供することを求める要請書の到達状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年12月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師・看護師の増員を求める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　上村　啓子

　医師・看護師の増員を求める奈良県実行委員会は、10月８日に知事への要請書を提出し、地域医療連携課との懇談を行いました。その後、「離職防止」対策では、院内保育所へのヒヤリングを行い、11月27日には地域医療連携課・医師確保看護師確保係と意見交換を行ってきました。「養成問題」「修学資金の貸付制度」については、10月８日の双方の認識にズレがあったため、12月15日に民間の看護学校３校を訪問し懇談を行ってきました。「潜在看護師の再就業支援事業（復職応援事業）」については、本日、委託先のナースセンターを訪問し懇談を行ってきました。

　この間の取り組みや懇談をふまえ、10月８日以降の状況の変化をご報告し、再度要請項目についてご検討いただくよう要請いたします。

【提出済み】

奈良県の医師・看護師不足を改善し、
県民に安心・安全の医療を提供することを求める要請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年10月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師・看護師の増員を求める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　上村　啓子
　日ごろより県民のくらし、福祉を守り、充実させるためご努力いただいておりますことに感謝いたします。

私ども「医師・看護師の増員を求める奈良県実行委員会」（以下実行委員会と略す）は、2006年10月に実行委員会を結成して以降、医師・看護師不足についての３度にわたる病院訪問・懇談、看護師養成施設との訪問・懇談、奈良県看護協会との懇談を行ってきました。また、昨年10月より、昨年7月の参議院での医師・看護師の増員を求める請願採択を受けての国に対する新たな「請願署名」と、県知事にむけた「奈良県の医師・看護師不足を改善し、県民に安心・安全の医療を提供することを求める要請署名」（以下署名と略す）に取り組み、国には奈良県選出の３名の国会議員に紹介議員になっていただき約17,000筆の署名を、県に対しては３度にわたり約15,000筆の署名を提出させていただきました。

奈良県では今年５月に地域医療対策協議会が設置され、その専門部会のひとつとして「医師確保」、「看護師等確保」の専門部会が置かれています。これまで２回部会が開催され、傍聴も行ってきました。10月10日には第3回の部会開催が予定されており、この中で来年度予算に反映させる中間的なまとめを行うと聞いています。奈良県で働く医師、看護師が増え、県民が安心して医療を受けられるようになることは私たち実行委員会の願いです。そこで、今年６～７月にかけて、昨年に続き「看護職員の労働・健康実態調査」に取り組み、８月には「中間報告」を県にも提出し、懇談も行っています。その後送られたアンケートも含め、集約数は1,610名となっています。私たちはアンケート結果（自由記載946名分含め）を分析するとともに、アンケートに協力いただいた病院を中心に病院訪問を行い（24病院・６看護師養成施設）、看護部長はじめ責任者の皆さんと意見交換を行ってきました。アンケートの結果、ならびに病院訪問をふまえ、実行委員会としての意見を「要請書」として提出させていただきます。

※医師不足に対しては、県立医大の定員増など様々な施策が行われていることや、今後、国の政策転換（養成数増）をふまえた対応、医師確保専門部会の議論をふまえて提出を考える。
奈良県の看護師確保対策の問題点と改善に向けて
１、現在の奈良県の需給計画については、看護職員の需要数の算出が現場（各医療機関からの積算）のデーターをふまえた検討ではないこと、平成18年の診療報酬改定で新たに７：１看護体制が新設され、県内でも７月１日時点で５病院が取得し、今後も増えることが予測されること等により、すでに平成18年度（需給計画１年目）需給計画上の需要数と現場の需要とにズレが生じている。看護師等確保専門部会においても奈良県の看護師不足の実態把握、その原因と対策が議論されているが、地域、科、規模などどこで、どのように不足となっているか、その原因は何かがまだ明確になっていません。今後の専門部会を通じ、明らかにしていただくこと。また、必要な調査、関係者の意見反映の場（公聴会、参考人等）設けていただくよう要請します。

２、平成20年末の就業実態調査を早急にまとめていただき、これ以上の供給見込みのズレが生じる場合は、需要の分析も行ったうえで、需給計画の見直し（供給見通しのズレを少なくするための具体的な政策目標の設定等）を行っていただくよう要請いたします。

※2007年12月17日に知事に提出した意見書から

需給計画の供給数（目標）がこれまでの推計からであり、過不足に対し政策努力を行い過不足を少しでも改善する姿勢が見られない。静岡県では、これまで同様の取り組み（現状維持）では深刻な不足数となるとして、現状推移5年間の3,293名に加え、政策努力による政策増員数を5年間で1,179名とし、需給計画最終年度の過不足を48名にまで減らしている。それに対し奈良県は計画において供給数の考え方で、「新卒就業者数」、「再就業者数」はこれまでの調査からの推計となっており、「退職者等による減少数」にのみ、「今後の就業環境改善等の離職防止効果を考慮して推計する」と政策努力が含まれたものとなっている。そのため、計画終了時でも895名の過不足となっている。
資料：奈良県看護職員需給見通しP6-8
　　　静岡県看護職員の供給増員計画　P11-12
□平成18年の実績　
	
	需要数
	H18需給見通し
	実就業者数
	過不足数
	充足率
	見通し数-実就業者数

	奈良県
	12,638名
	11,988名
	11,213名
	▲1,425名
	88.7％
	▲775名

	静岡県
	33,459名
	32,211名
	32,174名
	▲1,285名
	96.2％
	▲37名


· 奈良県の場合は助産師数を含まず（静岡県は就業助産師数は706名）
· 静岡県の現状推移でのH18供給数は32,009名。実就業者数は政策努力による増員でそれを上回っている（H18政策努力増員目標202名　実績156名）

→愛知県では、現在、看護師需給見通しの「中間・検証」を実施中で、2009年１月回収で県下の対象病院及び医療機関へ調査を行っています。需要数（＝必要数）が増加すれば、その分供給数（看護師増員数）も増やすよう計画を修正する予定です。奈良県でも、このような「中間・検証」を行うことが必要です。

３、定着促進、離職防止、復職支援のための取り組みの促進
　実態調査では「働き続けられる条件」の第1位は「人間関係がよい、上司とうまくいく」（1,160名/1,610名：72.0％）、第2位は「休暇がとれる」（67.5％）、第3位は「仕事に達成感が感じられる」（66.2％）でした。自由記載の中でも、職場の人間関係や上司の対応、休み希望など職場、病院内の改善努力が必要な意見も多く出されていました。今回の病院訪問では、それらの点で各病院が努力されているかも聞かせていただきながら、それでも限界があることを明らかにしてきました。そのうえで、県や国などで対応していただきたい点を要請します。
（１）働き続けるための「子育て支援」について、実態調査では22.2％ですが、自由記載、病院訪問ではこの点の拡充に対する要望が多いことが明らかになりました。院内保育所の設置、院内保育所で小学校低学年も必要に応じ預る、短時間勤務、土日の休み保障、配偶者の勤務等にあわせた勤務など、各病院では様々な努力が行われています。しかし、院内保育所の補助金は全体の運営費の中ではわずかで、多くが病院からの持ち出しとなっています。保育内容の拡充を求める父母の声はもっともであり、保育士の配置、設備の拡充など行わなければ、保育所があっても離職防止につながらない状況（利用者が少ない）もうまれています。また、規模の小さな病院では単独で院内保育所をもつこともできず、たいへん苦慮されています。
①院内保育所のおかれている実態、離職防止の効果を把握し、院内保育所に対する補助金額を引き上げること。国に働きかけるとともに、県の補助金を先行して引き上げること。院内保育所をもてない中小病院について、なんらかの施策を行っていただくこと。

②専門部会でも議論にあがっていましたが、看護師確保・離職防止対策からも学童保育所の拡充をすすめること。一方で、院内保育所で学童を受け入れている院内保育所に対し、新たな補助制度をつくること（国への働きかけ含め）。
③少子化対策にも関連しますが、奈良県は病児保育、病後児保育の体制が不十分です（資料参照）。十分な体制がとられ、子どもの病気の時には休むことができることが望ましいですが、今の不足という状況では病気の子どもをどこかに預けてでも働かなければならない状況があります。安心して預けることのできる、病児、病後児保育所を拡充していただくこと。

→11月27日に提出した提言　

院内保育所の問題を考える前提として

１、医師、看護師の勤務は基本的に24時間、365時間に対応する交代制勤務となる。そのため、子どもと接する時間が少ない、子どもの生活リズムと合わない可能性も高く、それだけのリスクを背負っている。安心して働くためにもは、それだけ子育て支援が必要になる。

２、院内保育所の果たす（期待される）機能は、地域の保育体制等によって変わる。認可保育所や学童保育の機能が弱ければ、その分を院内保育所が担わざるを得ないことになる。全国一律の基準ではたしていいのか？

· 例えば、地域の認可保育園で、夜間保育を行っているところが少ない（奈良県は奈良市に1ヶ所）、開設時間が短い（奈良県は12時間以上保育は26ヶ所）、長期休業期間中の保育の実施、病児・病後児保育、学童保育の状況等。

院内保育所の拡充で医師・看護師が働き続けられる（復職しやすい）環境整備を

１、院内保育所を行う医療機関を増やす（国にも要望する）

（１）A型、B型はあるが、病院の規模や子どもの数等から、それに満たない場合もある。保護者も、働き方も様々選択できることが必要で（週２～３日勤務：そうなると行政は入所希望をとらない）、保育士がそのような受け入れを行える状況をもつ（待機）場合にも活用ができる枠外の補助が必要。広島県ではA型特例を実施している。

→国もA型特例を認め、補助対象とした。

（２）以前は、委託型の補助があったが現在はない。直営が望ましいが、多額の費用も必要となるため、民間への委託など行っている病院もある。そのような形での運営を認め、独自の補助をつくる。

２、今ある院内保育所をより利用しやすく

（１）今でも院内保育所の経営は厳しく、病院にとってはかなりの持ち出しとなっている。補助の基準となる保育士の給与は、院内保育所は144,250円が基準だが、H20年度の保育職員の本俸基準額は195,228円で差が大きい。その格差を埋めること（＝補助金の増額）が必要。

（２）年末年始も病院は休むことなく動いている。認可保育園の多くが12月28日～１月３日？まで休みとなり、院内保育所にはより多くの子どもが集まる。「やっている保育所に」という意見もあるが、子どもにとっても、行きなれた所のほうが良いわけで、そこに対する補助を行う。

（３）学童保育への要望が強く、院内保育所でも実施しているところもある。しかし、人と場所の問題がある。実施しているところでも、そのために人と場所を確保することはできず、今のままで実施している。実施しているところに補助を行う。

（４）病児、病後児の受け入れの基盤が弱い中で、院内保育所の加算の基準が厳しく（看護師の常駐）なっている。派遣？

※学童保育など行っている院内保育所がどのように実施しているか聞きとりを行う（年内）～別紙参照
（２）実態調査では「賃金が高い」は「働き続けられる条件」の第５位（57.1%）となっています。しかし、20代では第３位（67.2%）と高くなっており、自由記載の意見からも、病院訪問からも大阪との賃金格差の問題がだされていました。大阪等の医療機関との賃金格差だけが原因ではありませんが、看護師の離職・流出の原因のひとつの柱であることは間違いありません。
①奈良県として、看護師の賃金、手当など実態調査と他府県との比較を行っていただくこと（資料参照）。

②（地域偏在の改善）賃金格差を埋めるための手立てとして、（経営実態調査などを前提とした上で）診療報酬の「地域加算」（資料参照）を医師・看護師不足県、地域に厚く配分するなど、国に要請すること。
③（科・分野の改善）１対１の介護者の確保をはかるため、重症心身障害児など福祉施設に対し、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県等が行っている重症心身障害児特別保護費、特別加算金（名称は様々）を、看護師の賃金格差を埋めるという観点からも、奈良の施設にも補助すること。
　大阪府：重症心身障害児特別加算費　49,440円（1ヵ月）
京都府：重症心身障害児特別保護費　68,000円（1ヵ月）

滋賀県：重症心身障害児特別加算費　68,000円（1ヵ月）

※奈良県でも大阪、京都などの施設に入所している場合は、「法外援護費」として支出されている。　　　　
（３）今年度より、復職応援事業がはじまっています。実行委員会でも静岡県の見学を行い、県にもその実施を働きかけてきました。これを看護師供給のひとつの柱として、より拡充していただくよう要請します。
①この事業の情報がどれだけ多くの潜在看護師に届くかが、この事業のキーポイントです。「県民だより」への掲載などだけでなく、市町村の広報、ポスター、チラシ・パンフの作成と掲示、公共機関はじめスーパーなど潜在看護師の目にはいる場所での配布協力、マスコミへの働きかけなど、県として委託先のナースセンターと協力し行っていただくこと。
②研修時期については、病院によって看護学生の実習受け入れと重なる等の問題があります。そのような病院も参加できるよう、通年（年に何回かの開催）で開催していただくこと。
③奈良県の復職応援事業は、交通費、保険料も受講者負担となっています。期間、内容の工夫だけでなく、経済面でも潜在看護師が受講しやすいよう、交通費、託児所費用などの補助を行うこと。

→【潜在看護師の再就業支援（復職応援事業）】

（1） 状況

①受講者：講義　３回　９月５名　10月６名　11月６名　１月予定
　　　　　実習　５日間コース　10名強　10日間コース　０人

· 11月の病院実習がこれから。本人の意欲・条件を優先するため、１月受講予定者でも先に病院実習を行うケースも有り。
年齢　24歳～64歳　

就業経験０年～20数年

離職期間（年）

②協力病院　２９病院（公的　　病院・民間　　病院）　規模は？

· 病院の状況もあり、うちの病院ではこの期間という期間限定もあり。特に、１～３月は受入れが困難なところが多い。

③就業者数　現在２名＋１名が面談予定
※ブランクもあり、実習しすぐに就職とはいかない。その後のフォローもナースセンターでは行っている。

（2） 評価・課題
· 募集要項では県内の病院で働くことが前提となっている。「病院での勤務が前提」というところで躊躇があり。⇒就職が前提ではないこと。相談し、施設や医院も可能であること。
· １年目ということ、体制的な面もあり、静岡県のような多様なコースがない。
· とにかく人に接しないことには始まらない（本人が「やろう」と思ったその瞬間をつかみ、後押ししないと）。潜在看護師が連絡してこなければ始まらないわけで、そのためにも広報が重要。「県民だより」でも研修のお知らせが掲載されないときもあり、ホームページや「県民だより」で必ずスペースが確保できるようにすることが必要。

· 受入れ病院も苦労されているようなので、実技の基本は集合研修で行うことも必要。

· 地域によって潜在看護師の数や、受入れ病院が近くにあるかどうか等条件が異なる。地域ごとの取り組みなど細かな対応が必要。そのためにも（まずは）病院のネットワークの構築が必要。それが離職防止のセーフティーネット等にも役立つ。

· 年内に結果が出るというものではない。積み上げの中で結果がでてくる。子育ての手が離れてという10年ぐらいのスパンで考える（余裕をもつ）ことも大事ではないか。

· マスコミの活用等、取り組みの内容、経験者の声を広く知らせることが必要。
４、養成機関と実習病院の連携の促進など、養成に関する要望

（１）この点では専門部会の議論の中で、実習における侵シュウを伴うことに対しての患者同意書の問題が議論されています。このことが養成上の障害となっているのか、実習受け入れ病院、養成機関側の意見を十分に聞いていただくこと。

（２）養成数を増やすこと。質の拡充にも十分配慮しながらも、定員枠の１割程度の学生の入学を認めていただくこと。厚生労働省に対しても要望していただくこと。
（３）教育の拡充のため、専任教員の体制強化、研修への財政的な面も含めた支援を行っていただくこと。今年１月の要請時に、県立看護学校については専任教員数を現在（当時）の６名から８名へと段階的に増やすと回答されましたが、増員の目途など具体的な見通しを明らかにしていただくこと。
→県立看護学校の専任教員を現在の６名から８名とする。）

要求の時期、６人→８人　県立病院付属看護学校の副校長・三室病院付属看護学校の船瀬教務主任の定年退職分含めて予算要望をしている。

（４）修学資金の改善については、３月議会において荒井知事が調査の上での検討、対策を講じていくと答弁しています。調査ならびに専門部会で議論していただくよう要望します。

①希望者が受けられるように、新規枠を拡大していただくこと。
②県立看護学校の学生も対象としていただくこと。

③社会人学生（入学金、実習学年時など）、入学金準備が困難な学生に対する貸付金制度を創設していただくこと。

「現実に奨学金が定着にどのように役立っているかということが大事だと思います。また、社会人から看護師を希望されるという方もおられると思いますので、実態を把握する際の調査の中にいれさせていただき、その内容を分析して、地域医療協議会の看護師確保のテーマの中で対策を講じていきたいと思っています。その内容はまたご報告する機会があろうかと思います。」
（2008年３月７日県議会：今井議員の質問に対しての知事答弁）

→修学資金の改善
10月8日の県との懇談では、「２次募集をしなければ新規枠が埋まらない（拡大のニーズはあるのか？）」、「返済者も多く、その回収がたいへん」という話が出された。実行委員会での看護学校の訪問や、つながりのある看護学生から聞く「実態」（生活困難等）と開きがあることから、12月15日に民間の３つの看護学校を訪問し改めて状況を聞いた。
※今年、天理が定員割れ（15名）、病院協会の推薦合格も社会人だけ（高校生の応募が少ない）等、高校生の大学指向が強くなる中で、このまま専門学校でいくことは難しいのではと悩んでいる状況がある。

①現在の制度の問題点

【県側】

· 新規申請者が２次募集をかけなければ集まらない。

· 卒後の辞退者が出て、その返済に学校事務、県の担当者も苦労している。

【学校側】
· 今の看護学生の状況から、卒後研修がしっかりできる病院を本人らも希望するし、学校側もその方が良いと考えている。県の奨学金の免除となる対象病院は200床未満の病院か、精神科病床が80％を占める病院となっており、実態とのズレがある（そのため学校側も積極的に勧めないため、学校枠に満たないところもある）。
· 免除期間が５年というのも長いのでは。５年間も対象病院（研修の条件が厳しいような）に在籍（制約）するのは厳しい。前のように３年ぐらいが良いのでは。

· 県の制度では申請して支給されるまで、初回時は時間がかかる（11月頃となる）。例えば３年生で困って申請しても支給が11月では、困っている「今」に間に合わない。育英会は３％の利息がつくが、申請すればすぐに支給される。
※１次募集の学生も、2次募集の学生と同じ時期に支給される。２次募集後に１次募集に応募した学生もいっしょに支給の手続きをはじめているのでは？→支給が遅くなる

· 年度途中での申請がない（家庭の事情など年度途中で状況が変わる場合もある）。

· 卒後の国家試験で合格しなければ返済となる（国家試験浪人は許されない）。
· 現在の規定でも県外の看護学校の学生も対象となるが、実際は機能していない。それは新規枠が少ないことや、制度の周知が不十分なところに原因があるのでは。
②どのような修学資金の貸与制度とすべきか

· 学生の多様化がすすんでいる。

· 親の貧困、社会人入学生が増える中で、学費だけでなく生活費も稼ぐ必要のある学生が一定数存在している。

· 他府県では貸与制度を廃止している県もあるが、看護師不足が深刻な奈良県では、県内で働く看護師を増やすためにも制度の見直しを行い継続することが必要。

· ただし、現在の制度では免除規定が200床未満の病院もしくは病床数の８割が精神科の病院とされているが、学生のニーズや研修等の実情から、そのまま継続させることは難しい。まずは県内への就職を第1とする制度に改善する。

· 県の制度では申請して支給されるまで、初回時は時間がかかる（11月頃となる）。例えば３年生で困って申請しても支給が11月では、困っている「今」に間に合わない。～緊急時の特別貸付のような制度があれば････
· 奈良県出身者で、県外の看護学校の学生に対して現在の規定に従って支給する。
※実行委員会では看護学生への個別聞き取り調査を行い、県へ改善にむけた提言を提出する予定。→別紙参照
５、福祉施設で働く看護職員の確保も視野に入れた施策を行っていただくこと。

③-(2)-③と重複します。

６、奈良県全体で看護師が不足をしていますが、地域的にもその困難の度合いが違います。県として医療圏毎の困難の実態を把握していただくこと。とりわけ厳しい状況にある南和医療圏においては、県が主導し看護師確保・離職防止・定着（研修も含め）の情報交換など行う協議会を設けていただくこと。
→看護協会の総師長会議後に、そのような集まりを持ってもらえないか県から協会役員に要望があった。

７、認定看護師や専門看護師資格の取得等のキャリアアップに対する支援方策の検討

　　専門部会では、卒後５年程度県内の医療機関で就業した場合、認定看護師の奨学金が受けられるなどの施策の検討が行われています。この点については、病院訪問の中でも多くの病院が奈良県での看護師不足改善に向けてのひとつの施策として評価しています。また、実習指導を認定看護師を取得した看護師が行っている、現場で役割を発揮しいきいきと働く看護師をみて学生が取得を目標としているなどの声も聞かれています。しかし、専門部会でも議論されていましたが、取得後のポスト、処遇が確保されることも必要です。（実態把握の上で）まず、奈良県立病院でそのことが保障されるようにしていただくこと。
８、県のホームページで、奈良県の医療、看護の魅力をアピールするサイトを設け、奈良県出身者で県外で働く医師、看護師、学生、将来医師・看護師をめざす中高生などに情報を発信していただくこと。また、そのサイトから県内の病院のホームページにリンクできるようにすること。県民に向けても発信できるようにもしていただくこと。

９、看護師不足の県の知事として、1992年に制定され、その後１度も改正されていない「看護師等の人材確保の促進に関する法律」を行うよう、国に働きかけること。
→厚労大臣のもとに、「看護の質の向上と確保に関する検討会」が設置され、これまで２回開催されている。１月中には「中間とりまとめ」を行う予定。この中で、確保問題も検討課題となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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